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１１月１日、オンラインによる矯正
施設所在自治体会議関東甲信越地域
部会が開催されました。
地域部会の議長を務める臼井昭島

市長と全国会議の会長である高野府
中市長を含め、管内の矯正施設所在
自治体及び矯正施設計７５団体が出
席し、司会の昭島市の進行の下、自
治体と矯正施設の再犯防止の取組事
例の紹介や意見交換、横浜刑務所の
バーチャル施設見学が行われました。

各地の連携取組 再犯防止推進に追い風
事例共有で新たなヒントを－令和５年度矯正施設所在自治体会議関東甲信越地域部会－

地域部会の内容をちょこっとご紹介✍

八王子市の取組事例紹介 狛江市・愛光女子学園の取組事例紹介 横浜刑のバーチャル施設見学

昭島市での会議の様子 中央右が臼井昭島市長

松村東京
矯正管区長▶

臼井市長は開会の挨拶で、「安全で安心して暮らせる地域
社会の実現を図るためには、再犯の防止が何よりも重要」で
あるとし、矯正施設との更なる連携強化について触れられま
した。
矯正施設所在自治体会議の発足から５年目を迎えた今回は、

取組事例の紹介でも意見交換でも自治体ごとに工夫を凝らし、
地域性のある取組が紹介されました。矯正施設との連携も刑
務所作業製品の活用から矯正職員の講師派遣など物的・人的
に幅広い展開があり、連携体制がより強固になっていること
が実感できました。

◀高野府中市長

今回の地域部会では、八王子市（多摩少年院所在）と狛江市（愛光女子学園所在）に再犯防止
に関する取組事例について紹介がありました。いずれの自治体も多岐にわたって取組が展開され
ており、地域と矯正施設とが緊密な連携体制にあることが窺えました。
また、横浜刑務所のバーチャル施設見学では、360度カメラを使用した高画質の映像により、実

際に施設の中を歩いているかのような体験をすることができました。



もっと知りたい 第二次再犯防止推進計画

受刑者・在院者の中には、疾患・障害を抱え、出所後の福祉的支援を必要としている人が少なくありま

せん。その一方で、福祉的支援の必要性を本人が自覚していないケースもあります。

そのため、矯正施設ではこれまでも非常勤の社会福祉士や精神保健福祉士に加え、社会福祉士、精神保

健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常勤の福祉専門官を配置して、専門的な見地から福祉的支援へつ

ないできましたが、第二次計画では、さらにその配置数を拡大するなどして、福祉的支援が必要な者の掘

り起こしや本人のニーズを把握しつつ、支援に対する動機付けの強化に取り組んでいます。

また、第二次計画では、厚生労働省との連携取組である、特別調整（高齢又は障害を有し、かつ、帰住

先のない受刑者や在院者に対して、釈放後速やかに福祉関係機関等による適切な介護、医療、年金等の福

祉サービスを受けることができるようにするための特別の手続）に当たって、地方公共団体、更生保護官

署、各都県に設置される地域生活定着支援センター等多機関との連携を強化し、引き続き、その着実な実

施に努めているところです。

さらに、医療的なアプローチという面では、薬物依存の問題を抱える者への支援も重要です。

薬物に依存が認められる受刑者等に対し、刑事施設においては、認知行動療法に基づいた薬物依存離脱

指導を、少年院においても、薬物非行防止指導を実施するとともに、更生保護官署と連携し、施設内から

社会内への一貫性のある指導・支援の充実化に取り組んでいるところです。

また、近年増加傾向にある大麻事犯に対応するべく、少年院における大麻に関して新たな指導教材を作

成するなどして、大麻事犯に対応した処遇の充実化を図っています。

重点課題（Ⅲ）＜②保健医療・福祉サービスの利用の促進等＞

この度、当管区において２種類の再犯防止啓発動画を制作しました。いずれも「犯罪をした者等を地域社
会で受容していくこと（孤立させないこと）が再犯防止に不可欠である」というテーマですが、１つは出所者
のモノローグで構成されたショートドラマ、もう１つは職員インタビューと全く異なる構成の動画となっています。
出所者からの視点、矯正職員からの視点、再犯防止を考えていく中で、ぜひ一度見ていただけたら幸いで
す。
また、デジタルサイネージでの放映や職員研修等での活用についても御協力をよろしくお願いいたします。
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刑務所を出たけれど

全部だめなのか？一回、間違えたら

あなたのまなざしが
再犯防止に繋がっていきます

動画に思いを乗せて
令和５年度版再犯防止啓発動画 完成

刑務官

福祉専門官

法務教官 就労支援専門官

業務について、被収容者について、そして社会の皆さんへ。
現場で働く職員に思いを語っていただきました。
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